
 

 

 
 

 

 

 

 この明細書は、法人が平成 14 年 7月改正法附則第 8条（第 1項を除きます。）退職給与引当金に関する経

過措置の規定による退職給与引当金勘定の金額の取崩額等の計算を行う場合に使用します。 

 

 

 この明細書は、最初に「改正事業年度」と「改正事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額」の各

欄を記載した上で、まず、「当期取崩額に係る取崩不足額又は取崩超過額の計算」の「当期取崩額 1 」から「取

崩超過額 10」までの各欄を記載します。次に、「翌期繰越額の計算」の「期首現在額 15」から「差引退職給与

引当金 24」までの各欄を記載してから「要支給額基準による計算」の各欄を記載します。最後に、「翌期繰越

額の計算」の「上記のうち事業主が支給する期末退職給与の額を超える部分の金額 25」及び「期末退職給与

引当金 26」と「差引取崩不足額又は取崩超過額 14」の各欄を記載します。 

 

 

欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

「当期取崩額 1」  法人計算による退職給与引当金勘定の取崩額を記載しま

す。 
 

「同上のうち前期までに益

金の額に算入された金額

に相当する部分の金額2」 

 ｢当期取崩額 1 」のうち、前期以前に退職給与引当金繰入

限度超過額などが生じたため益金の額に算入された金額が含

まれている場合に、その金額を記載します。 

 当期の別表四で減算さ

れている退職給与引当金

繰入限度超過額などの認

容額を記載します。 

「改正事業年度開始の時

に有する退職給与引当金

勘定の金額 3」 

 改正事業年度（平成 15 年 3 月 31 日以後最初に終了する事

業年度をいいます。）開始の時における税務計算上の退職給

与引当金勘定の金額を記載します。 

 なお、法人が平成 14 年 7 月改正法の施行日（平成 14 年 8

月 1 日）前に分社型分割等（分社型分割、現物出資又は事後

設立をいいます。以下同じ。）を行い、改正前の法第 54 条第

4項に規定する期中退職給与引当金勘定の金額を改正事業年

度の損金の額に算入した場合にあっては、その分社型分割等

の時における税務計算上の退職給与引当金勘定の金額を記載

します。 

 

「組織再編成に伴う退職

給与引当金勘定の金額の

調整額 4」及び「当期に

組織再編成を行った場合

の調整額 7」 

 法人が組織再編成（合併、分割、現物出資又は事後設立を

いい、平成 14 年 7 月改正法の施行の日（平成 14 年 8 月 1

日）以後に行ったものに限ります。）を行った場合に、その

組織再編成ごとに、次の表の区分に応じそれぞれ次のとおり

記載します。 

 この場合には、これら

の欄に記載する金額に関

する明細をその組織再編

成ごとに別紙に記載して

添付してください。 

別表十一(三) ｢退職給与引当金の益金算入に関する明細書｣ 

 1  この明細書の用途

 2  記載の手順 

 3  各欄の記載要領 
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

  
法人 事業年度 取 崩 金 額 

⑷欄  記載しません。 

合併等の

日の属す

る事業年

度 
⑺欄

 その合併等により引継ぎ

を受けた退職給与引当金勘

定の金額のうち、当該合併

等の日からその事業年度終

了の日までの期間を一事業

年度とした場合に取り崩す

べきこととなる金額を記載

します。 

⑷欄

 その合併等により引継ぎ

を受けた退職給与引当金勘

定の金額を記載します。 

合 

併 

法 

人
・
分 

割 

承 

継 

法 

人 

合併等の

日の属す

る事業年

度後の各

事業年度 ⑺欄  記載しません。 

⑷欄

 改正事業年度開始の時の

退職給与引当金勘定の金額

に分割移転使用人割合を乗

じて計算した金額をマイナ

スで記載します。 

合 

併
・
分 

割 

型 

分 

割 

分
割
法
人 

分割型分

割の日の

属する事

業年度以

後の各事

業年度 ⑺欄  記載しません。 

⑷欄  記載しません。 

分社型分

割等の日

の属する

事業年度
⑺欄

 その分社型分割等により

引継ぎを受けた退職給与引

当金勘定の金額のうち、当

該分社型分割等の日からそ

の事業年度終了の日までの

期間を一事業年度とした場

合に取り崩すべきこととな

る金額を記載します。 

⑷欄

 その分社型分割等により

引継ぎを受けた退職給与引

当金勘定の金額を記載しま

す。 

分
割
承
継
法
人
・
被
現
物
出
資
法
人
・
被
事
後
設
立
法
人 

分社型分

割等の日

の属する

事業年度

後の各事

業年度 ⑺欄  記載しません。 

⑷欄

 改正事業年度開始の時の

退職給与引当金勘定の金額

に分割等移転使用人割合を

乗じて計算した金額をマイ

ナスで記載します。 

分
社
型
分
割
・
現
物
出
資
・
事
後
設
立 

分
割
法
人
・
現
物
出
資
法
人
・
事
後
設
立
法
人 

分社型分

割等の日

の属する

事業年度

⑺欄

その分社型分割等により

移転をした使用人に係る退

職給与引当金勘定の金額の

うち、その事業年度開始の

日から当該分社型分割等の
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

 

  

日の前日までの期間を一事

業年度とした場合に取り崩

すべきこととなる金額を記

載します。 

⑷欄

 改正事業年度開始の時の

退職給与引当金勘定の金額

に分割等移転使用人割合を

乗じて計算した金額をマイ

ナスで記載します。 

分
社
型
分
割
・
現
物
出
資
・
事
後
設
立 

分
割
法
人
・
現
物
出
資
法
人
・
事
後
設
立
法
人 

分社型分

割等の日

の属する

事業年度

後の各事

業年度 ⑺欄  記載しません。 
 

「当期に取り崩すべき金額

6」 

 法人の次に掲げる区分に応じそれぞれ次により記載します。 

⑴ ｢改正事業年度終了の時における資本の金額又は出資金

額」の金額が 1 億円を超える普通法人並びに保険業法に規

定する相互会社及び外国相互会社 

｢
⑸×

120
又は

｣
を消し、退職給与引当金勘定の残額を取 

り崩します。 

⑵ ⑴の法人以外の法人 

「又は退職給与引当金勘定の残高」を消し、
「

120 」
の 

分子には当該事業年度の月数を記載します。 

( )注  改正事業年度開始の日以後 10 年を経過した日の前日

の属する事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の残

額を取り崩します。 

 

「取崩不足額 9」及び「取

崩超過額 10」 

 ｢当期取崩額 1 ｣から「同上のうち前期までに益金の額に算

入された金額に相当する部分の金額 2 」を控除した金額と「要

取崩額の計算」の「計 8 」の金額を比べ、取崩不足額が生じ

ている場合には「取崩不足額 9 」に、取崩超過額が生じてい

る場合には「取崩超過額 10」に記載します。 

 

「当期末退職給与の要支

給額のうち事業主が支給

する部分の金額 12」 

 当期末において在職する使用人の全員がその時において自

己の都合により退職したものと仮定した場合に各使用人につ

きその時において定められている退職給与規程により計算さ

れる退職給与の額（事業主が支給する部分の金額に限りま

す。）を記載します。 

 ｢要支給額基準による計

算｣の各欄は、平成 14 年 8

月改正令附則第 5 条第 10 
項第2号又は第3号((退職

給与引当金に関する経過

措置))の規定により平成 
14 年 7 月改正法附則第 8

条第 3 項の規定の適用が

ないものとされる場合に

は記載しません。 

「差引取崩不足額又は取

崩超過額 14」 

 ｢当期取崩額に係る取崩不足額又は取崩超過額の計算｣及

び「要支給額基準による計算」により計算された金額を記載

します。 

 取崩超過額はマイナス

で算出されますからご注

意ください。 
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欄 記  載  要  領 注 意 事 項 

「期首現在額 15」  当期首現在の法人計算による退職給与引当金勘定の金額

を記載します。 

 なお、改正事業年度において分社型分割、現物出資又は事

後設立を行ったことに伴い、平成 14 年 7 月改正法による改

正前の法人税法第 54 条第 4 項の規定により期中退職給与引

当金勘定に繰り入れた金額がある場合には、その金額を含め

て記載します。 

 改正事業年度以後にお

いて有税で引き当てた退

職給与引当金は含めない

で記載してください。 

「同上のうち前期までに益

金の額に算入された金額

20」 

 ｢差引期末現在額 19｣のうちに、前期以前に退職給与引当

金繰入限度超過額などが生じたため益金の額に算入された金

額が含まれている場合に、その金額を記載します。 

 この金額は、別表五(一)

の「期首現在利益積立金

額①」に記載された退職

給与引当金勘定の期首現

在額から、当期において

別表四で申告調整として

減算した退職給与引当金

繰入限度超過額などの認

容額である「当期中の増

減」の「減②」の金額を

差し引いた金額と一致し

ます。 

 

 

  平成 14 年 7 月改正法附則 8 

 4  根拠条文 
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